
株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び 

グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について 

 

平成２３年２月２２日 

消 費 者 庁 

 

消費者庁は、株式会社外食文化研究所（以下「外食文化研究所」という。）が、グルーポ

ン・ジャパン株式会社（以下「グルーポン・ジャパン」という。）が運営する「グルーポン」

と称するクーポン共同購入ウェブサイト（以下「グルーポンサイト」という。）を通じて供

給していた加工食品の取引について、景品表示法第４条第１項の規定により禁止されている

同項第１号（優良誤認）及び同項第２号（有利誤認）の規定に該当する表示を行っていた事

実が認められたため、本日、同法第６条の規定に基づき、同社に対し、措置命令（別添１参

照）を行った。 

また、グルーポン・ジャパンに対し、グルーポンサイトにおける価格表示について、景品

表示法違反を惹起することのないよう、留意してウェブサイト運営をするよう求めた（別添

２参照）ので公表する。 

 

１ ２社の概要 

(1) 外食文化研究所 

所 在 地 横浜市西区岡野一丁目１２番１５号 

 代 表 者 代表取締役 水口 弘 

 設立年月日 平成１１年３月３０日 

 資 本 金 ４２００万円 （平成２３年２月現在） 

 

(2) グルーポン・ジャパン 

所 在 地 東京都渋谷区東一丁目２番２０号 

 代 表 者 代表取締役 瀬戸 恵介 

 設立年月日 平成２２年６月４日 

 資 本 金 ５億７３００万円 （平成２３年２月現在） 

 

２ 外食文化研究所に対する措置命令の概要 

(1) 違反事実の概要 

ア 対象商品 

「バードカフェ謹製おせち」と称する加工食品（以下「本件商品」という。） 

【本件に対する問い合わせ先】 

消費者庁表示対策課 担当者：佐藤、木内、會田

電話 ０３－３５０７－９２３３ 

ホームページ  http://www.caa.go.jp/ 



 

イ 対象となる表示（別紙２） 

平成２２年１１月２５日及び同月２６日にグルーポンサイトに掲載される本件商品

に係るウェブページにおいて、「５０％ＯＦＦ【１０，５００円】２０１１年迎春≪

横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節３３品・３段・７寸（４人分）配送料込

≫１２月３１日着」と題し、以下のとおり記載。 

(ｱ) 「メニュー内容」と記載の上、３３品のメニューを表示。 

(ｲ) 「１０，５００円 通常価格（税込） ２１，０００円 割引率 ５０％ＯＦＦ 

割引額 １０，５００円」と表示。 

 

○ ３３品のメニュー表示 

 

 

○ 「通常価格」と称する比較対照価格の表示 

 

 

ウ 調査結果 

(ｱ) 前記イ(ｱ)の表示に接した者は、本件商品には、「メニュー内容」として記載され

た３３品のメニューが入っているものと認識するところ、実際には、そのうち８品

について、別表「実際」欄記載のとおり、７品は「記載されたメニュー内容」欄記

載の食材とは異なる食材が用いられていたもの又は「記載されたメニュー内容」欄

記載のメニューとは異なるものが入れられていたものであり、また、１品は入れら

れていないものであった。 



(ｲ) 前記イ(ｲ)の表示に接した者は、通常２１，０００円で販売されている本件商品が、

１０，５００円で販売されていると認識するところ、実際には、２１，０００円と

いう価格は架空のものであった。 

 

(2) 命令の概要 

ア 前記(1)イ(ｱ)の表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると

示すものであり、また、同(ｲ)の表示は、実際のものよりも著しく有利であると一般消

費者に誤認されるものである旨を公示すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

３ グルーポン・ジャパンに対する要請の概要 

  おせち料理のような「季節もの」など、極めて短期間に販売される商品については、「通

常価格」というものは存在しない。また、グルーポンサイト以外において販売されていな

い商品についても、販売開始の時点では、「通常価格」というものは存在しない状況にあ

る。 

それにもかかわらず、グルーポン・ジャパンにおいて販売価格が「通常価格」と称する

価格から５０パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、

存在しない「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われるこ

ととなり、消費者に販売価格が安くなっているという誤認を与える景品表示法違反を惹起

することとなる。 

したがって、グルーポンサイトへ商品又は役務を掲載する際には、当該商品又は役務の

グルーポンサイト以外における販売の有無を確認し、販売されていない場合には、上記の

ような二重価格表示で景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることを求めた。 

 

 



 

 

記載されたメニュー内容 実際 

才巻き海老の白ワイン蒸し 才巻き海老ではなく、バナメイ海老が用いられていた。

キャビア キャビアではなく、ランプフィッシュの卵であった。 

鰊の昆布巻き 鰊ではなく、わかさぎが用いられていた。 

くわいのバルサミコ風味 「たたき牛蒡」に変更されていた。 

フランス産シャラン鴨のロースト 
本件商品５０個分について、岩手県産の鴨肉が用いられ

ていた。 

鹿児島産黒豚の京味噌漬け 
鹿児島県産の黒豚ではなく、アメリカ合衆国産の黒豚が

用いられていた。 

生ハムとカマンベールチーズ 
カマンベールチーズではなく、クリームチーズが用いら

れていた。 

焼き蛤 入れられていなかった。 

 

別 表
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グルーポン(GROUPON) - 50%OFF【10,500円】2011年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸（4人分）配送料込≫12月31日着
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グルーポン(GROUPON) - 50%OFF【10,500円】2011年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸（4人分）配送料込≫12月31日着
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘

引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行

為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的と

する。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該

当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商

品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表

示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す

るおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若

しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手

方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に

誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

２ （省略） 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に

違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再

び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合にお

いても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅し

たときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該

違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた

事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しく

は財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員

に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所そ

（参考１） 



の他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁

長官に委任する。 

２及び３（省略） 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権
限の委任に関する政令 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で定

める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項の規定による権限と

する。 

 



 

 

景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

（参考２）

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるお

それがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する表

示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる 

⇒事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付

けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表

示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、実際のものよりも著しく優良で

あると一般消費者に示す表示

 ①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

 ②商品の原産国に関する不当な表示 

 ③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

 ④不動産のおとり広告に関する表示 

 ⑤おとり広告に関する表示 

 ⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

②商品・サービスの内容について、事実に相違して競争事業者に係

るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示 

②取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利

であると一般消費者に誤認される表示 



 

１ 

 

消 表 対 第 １ ２ ５ 号 

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

株式会社外食文化研究所 

代表取締役 水口 弘 殿 

                 消費者庁長官 福嶋 浩彦 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「バードカフェ謹製おせち」と称する加工食品（以下「本件商

品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３

４号。以下「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第１

号及び第２号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次の

とおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

 ⑴ 貴社は、貴社が、平成２２年１１月２５日及び同月２６日、グルーポン・ジャパン

株式会社（以下「グルーポン・ジャパン」という。）が運営する「グルーポン」と称

するクーポン共同購入ウェブサイト（以下「グルーポンサイト」という。）において

供給していた本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに公示しなけれ

ばならない。この公示の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けな

ければならない。 

  ア 貴社は、グルーポンサイトにおいて、「５０％ＯＦＦ【１０，５００円】２０１

１年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節３３品・３段・７寸（４人

分）配送料込≫１２月３１日着」と題し 

(ｱ) 「メニュー内容」と記載の上、３３品のメニュー名 

    (ｲ) 「１０，５００円 通常価格（税込） ２１，０００円 割引率 ５０％ＯＦ

Ｆ 割引額 １０，５００円」と、販売価格に併せて「通常価格」と称する比較

対照価格 

を記載していたこと。 

  イ(ｱ) 前記ア(ｱ)について、実際には、３３品のメニューのうち、７品は記載された食

材とは異なる食材を用いていたもの又は記載されたメニューとは異なるものを入

れていたものであり、１品は入れていなかったこと。 

    (ｲ) 前記ア(ｲ)について、実際には、２１，０００円という価格は架空のものであっ

たこと。 

  ウ(ｱ) 前記ア(ｱ)の表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

別添１ 



 

２ 

 

よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違

反するものであること。 

   (ｲ) 前記ア(ｲ)の表示は、本件商品の販売価格について、実際のものよりも著しく有

利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであ

ること。 

 ⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを自社の役員及

び従業員に周知徹底しなければならない。 

 ⑶ア 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示

と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実

際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

  イ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示

と同様の表示を行うことにより、販売価格について、実際のものよりも著しく有利

であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。 

 ⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った公示及び前記⑵に基づいて採った措置について、

速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

 ⑴ 株式会社外食文化研究所（以下「外食文化研究所」という。）は、横浜市西区岡野

一丁目１２番１５号に本店を置き、飲食業を営む事業者である。 

 ⑵ア 外食文化研究所は、本件商品を、専らグルーポンサイトを通じて販売するものと

して企画し、平成２２年１０月にグルーポン・ジャパンに対し、本件商品のグルー

ポンサイトへの掲載を申し入れた。 

  イ グルーポン・ジャパンは、事業者から商品又は役務のグルーポンサイトへの掲載

を希望する旨の申し出があった際には、「通常価格」と称する価格から５０パーセ

ント以上割り引いた価格で販売することなどを掲載の条件として審査を行い、審査

に合格した事業者の商品又は役務をグルーポンサイトに掲載している。 

  ウ 外食文化研究所は、グルーポン・ジャパンに対し、グルーポンサイトにおける本

件商品の価格表示について、「通常価格」と称する価格を２１，０００円に、販売

価格を１０，５００円に設定する旨を申し出た。グルーポン・ジャパンは、本件商

品について、価格設定等の掲載の条件を審査し、グルーポンサイトへの掲載を決定

した。 

  エ グルーポン・ジャパンは、外食文化研究所から、本件商品の見本写真及びメニュー

内容に係る資料の提供を受け、グルーポンサイトにおける本件商品に係るウェブ

ページの内容の案を別添写しのとおり作成し、当該ウェブページの内容の案をグ

ルーポンサイトに掲載する前に外食文化研究所に確認を求め、外食文化研究所の了

承を得て、別添写しのとおり決定した。 



 

３ 

 

 ⑶ 前記⑵の経緯で平成２２年１１月２５日及び同月２６日にグルーポンサイトに掲載

された本件商品に係るウェブページにおいては、「５０％ＯＦＦ【１０，５００円】

２０１１年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節３３品・３段・７寸（４

人分）配送料込≫１２月３１日着」と題し 

  ア 「メニュー内容」と記載の上、本件商品に入れられた３３品のメニューのうち、

８品について、別表「記載されたメニュー内容」欄記載のとおり 

  イ 「１０，５００円 通常価格（税込） ２１，０００円 割引率 ５０％ＯＦＦ 

割引額 １０，５００円」と 

記載されていた。 

 ⑷ア 前記⑶アの表示に接した者は、本件商品には、別表「記載されたメニュー内容」

欄記載のとおりのメニューが入っていると認識するところ、実際には、別表「実際」

欄記載のとおり、７品は「記載されたメニュー内容」欄記載の食材とは異なる食材

が用いられていたもの又は「記載されたメニュー内容」欄記載のメニューとは異な

るものが入れられていたものであり、また、１品は入れられていないものであった。 

  イ 前記⑶イの表示に接した者は、通常２１，０００円で販売されている本件商品が

１０，５００円で販売されていると認識するところ、実際には、２１，０００円と

いう価格は架空のものであった。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、外食文化研究所は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費

者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていた

ものであり、この表示は、景品表示法第４条第１項第１号に該当するものであって、か

かる行為は、同項の規定に違反し、また、本件商品の価格について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を

していたものであり、この表示は、同項第２号の規定に該当するものであって、かかる

行為は、同項の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

   この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者

庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

   訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務



 

４ 

 

大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなる。 

（注２）異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することが

できる。ただし、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、その決定の日から１年を経過するとこの処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

 



 

 

記載されたメニュー内容 実際 

才巻き海老の白ワイン蒸し 才巻き海老ではなく、バナメイ海老が用いられていた。

キャビア キャビアではなく、ランプフィッシュの卵であった。 

鰊の昆布巻き 鰊ではなく、わかさぎが用いられていた。 

くわいのバルサミコ風味 「たたき牛蒡」に変更されていた。 

フランス産シャラン鴨のロースト 
本件商品５０個分について、岩手県産の鴨肉が用いられ

ていた。 

鹿児島産黒豚の京味噌漬け 
鹿児島県産の黒豚ではなく、アメリカ合衆国産の黒豚が

用いられていた。 

生ハムとカマンベールチーズ 
カマンベールチーズではなく、クリームチーズが用いら

れていた。 

焼き蛤 入れられていなかった。 
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消 表 対 第 １ ２ ６ 号 

平成２３年２月２２日 

 

グルーポン・ジャパン株式会社 

代表取締役 瀬戸 恵介 殿 

 

消費者庁表示対策課長 片桐 一幸 

（公印省略） 

 

クーポン共同購入ウェブサイトにおける表示の適正化について 
 

 

１ 消費者庁は、貴社が運営する「グルーポン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト

（以下「貴社ウェブサイト」という。）において商品を供給していた事業者の価格表示

について調査を行ったところ、当該事業者が比較対照価格として用いていた「通常価格」

と称する価格は、実際には、架空のものである事実が認められたので、景品表示法第４

条第１項の規定により禁止されている同項第２号の規定に該当する表示を行っていた

ことから、当該事業者に対し同法第６条の規定に基づく措置命令を行った。 

 

２ 前記１の二重価格表示において比較対照価格として用いられた「通常価格」というも

のは、おせち料理のような「季節もの」など、極めて短期間に販売される商品について

は存在しない。 

また、貴社ウェブサイト以外において販売されていない商品についても、貴社ウェブ

サイトでの販売開始の時点では、「通常価格」というものは存在しない。 

 

３ このような状況の下、貴社が、商品又は役務を供給する事業者が、当該商品又は役務

の貴社ウェブサイトへの掲載を希望する場合に、販売価格が「通常価格」と称する価格

から５０パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、「通

常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われることとなり、消

費者に販売価格が安くなっているという誤認を与え、景品表示法違反を惹起することと

なる。 

  したがって、このような場合には、「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用い

た二重価格表示を行うことはできないものであり、貴社ウェブサイトへ商品又は役務を

掲載する際には、当該商品又は役務の貴社ウェブサイト以外における販売の有無を確認

し、販売されていない場合には、このような二重価格表示が行われないようにするなど

景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることとされたい。 

 

別添２ 



４ 消費者庁は、貴社ウェブサイトにおける表示の適正化のため、前記の考え方を踏まえ

て、貴社に対して、貴社ウェブサイトを通じて事業者が商品又は役務を供給する際の表

示内容の適正な審査基準の策定、従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等

の措置を講じることにより、景品表示法違反を惹起することのないよう要請するので、

貴社におかれては留意してウェブサイトの運営をされたい。 




